
大河原町防災士資格取得支援事業補助金交付要綱

（趣旨） 

第１条 この要綱は、防災士を養成することで、町の地域防災力の向上を図るため、防災士の資 

格取得に要する経費を補助する大河原町防災士資格取得支援事業補助金(以下「補助金」とい 

う。)を予算の範囲内において交付することについて、大河原町補助金交付規則（平成７年規 

則第37号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、防災士とは、特定非営利活動法人日本防災士機構（以下「機構」と 

いう。）の認証登録を受けた者をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1)  町内に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者であって、平成30年４月１日降 

に防災士の資格試験を受けた者 

(2)  防災士資格取得後、町の防災士資格保有者名簿（以下｢名簿｣という。）に登録し、行政 

区、自主防災組織及び消防団へ名簿の提供に同意できる者 

(3)  前号の団体及び町と協働して地域防災力の向上のための活動が継続してできる者 

(4)  災害時、町からの要請に応じ、災害対応活動に従事することができる者 

(5)  防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける 

予定でない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、機構が防災士機関 

として認証した機関が実施する防災士資格取得に要する次に掲げる経費の合計とし、５万円を 

限度とする。 

(1)  機構が認証した研修機関による研修講座（以下「研修講座」という。）の受講料 

(2)  研修講座の受講に必要なテキストの購入費 

(3)  防災士資格取得試験受験料 

(4)  防災士認証登録料 

(5)  移動に必要と合理的に認められる交通費 

(6)  その他、町長が認めた経費 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、防災士資格取得支 

援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号の区分に掲げる書類を添えて町長に提出 

しなければならない。ただし、交付申請ができるのは、１回限りとする。 

(1)  資格取得の場合 

ア 防災士認証状、防災士証又は防災士資格取得試験合格通知書の写し 

イ 前条に掲げる補助対象経費の領収書の写し 



ウ 同意書（様式第２号） 

エ 運転免許証等で住所、氏名が確認できる書類の写し 

オ 町内の事業所に勤務している場合は、社員証等で勤務する事業所及び氏名が確認できる 

書類の写し 

カ その他、町長が必要と認める書類 

(2)  資格取得のない場合 

ア 前条第１号から第３号まで、第５号及び第６号に掲げる補助対象経費の領収書の写し 

イ 同意書（様式第２号） 

ウ 運転免許証等で住所、氏名が確認できる書類の写し 

エ 町内の事業所に勤務している場合は、社員証等で勤務する事業所及び氏名が確認できる 

書類の写し 

オ その他、町長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、研修講座を終了した日から起算して１年以内とする。 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第６条 町長は、前条第１項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金 

の交付決定及び額の確定をしたときは、防災士資格取得支援事業補助金交付決定・確定通知書 

（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者は、防災士資格取得支援事業補助金交付 

請求書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消し及び返還） 

第８条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、 

申請者に対して返還を命ずることができる。 

（1） 申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 

（2） この要綱に違反したとき 

（3） 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。  



様式第１号（第５条関係）

防災士資格取得支援事業補助金交付申請書

年  月  日

大河原町長       様

申請者 住所

                           氏名            

大河原町補助金等交付規則第３条の規定により、補助金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて申請します。

補助金申請額        円

添付書類

(1) 資格取得の場合 

ア 防災士認証状、防災士証又は防災士資格取得試験合格通知書の写し 

イ 補助対象経費の領収書の写し 

ウ 同意書（様式第２号） 

エ 運転免許証等で住所、氏名が確認できる書類の写し 

オ 町内の事業所に勤務している場合は、社員証等で勤務する事業所及び氏名が確認できる 

書類の写し 

  カ その他、町長が必要と認める書類 

(2) 資格取得のない場合 

ア 補助対象経費の領収書の写し 

イ 同意書（様式第２号） 

ウ 運転免許証等で住所、氏名が確認できる書類に写し 

エ 町内の事業所に勤務している場合は、社員証等で勤務する事業所及び氏名が確認できる 

書類の写し 

オ その他、町長が必要と認める書類 



様式第２号（第５条関係）

同 意 書

年  月  日

大河原町長       様

申請者 住所

                           氏名            

私は、大河原町補助金等交付規則第３条の規定により、補助金の交付申請を行うにあたり、

大河原町防災士資格取得支援事業補助金交付要綱第３条に定める補助対象者の条件について

確認し、以下のことについて同意します。

１ 防災士資格取得後、町の防災士資格保有者名簿（以下｢名簿｣という。）に登録し、行政区、

自主防災組織、消防団へ名簿の提供をすること 

２ 行政区、自主防災組織、消防団及び町と協働して地域防災力の向上のための活動を継続して

すること 

３ 災害時、町からの要請に応じ、災害対応活動に従事すること 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 町内に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者であって、平成30年４月１日 

以降に防災士の資格試験を受けた者 

(2) 防災士資格取得後、町の防災士資格保有者名簿（以下｢名簿｣という。）に登録し、行政 

区、自主防災組織、消防団へ名簿の提供に同意できる者 

(3) 前号の団体及び町と協働して地域防災力の向上のための活動が継続してできる者 

(4) 災害時、町からの要請に応じ、災害対応活動に従事することができる者 

(5) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受け 

る予定でない者



様式第３号（第６条関係）

防災士資格取得支援事業補助金交付決定・確定通知書

第     号

年  月  日

           様

大河原町長          印

     年  月  日付けで申請のあった補助金については、次のとおり決定・確定したの

で大河原町補助金等交付規則第 13 条の規定により通知します。

補助金交付決定・確定額        円



様式第４号（第７条関係）

防災士資格取得支援事業補助金請求書

年  月  日

大河原町長       様

申請者 住所

                           氏名            

年  月  日付け  第  号で通知のあった補助金について、大河原町防災士資

格取得支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により請求します。

請求額        円

振込先口座

金融機関名 支店名 

口座番号 口座種別

ふりがな

口座名義

※通帳の口座番号と名義のわかる部分の写しを添付してください。


